
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 4 月 1 日より、社協西部支所、西部ケアマネジメントセンターはそれぞれの場所で業務をしています。 

新しい場所で西部支所、西部ケアマネジメントセンターともに今までどおり 

業務をいたしますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

丹波市社協では、いきいき百歳体操やふれあい・いきいきサロン、趣味のサークル活

動など地域の様々な集いの場を訪問し、取材をさせていただいています。 

その中で、参加者の方から困りごとや地域のことを教えていただきながら地域を知り、

情報の収集も行っています。 

今年度も、地域の様々な集いの場へお伺いさせていただきたいと思っていますのでい

ろんなことを教えていただければと思います！ 

また、「公民館でこんな活動しているから一度見に行ってみたら？」や「住民センター

で趣味の○○サークルで活動しているから見に来て！」など“こんな活動しています！”

という情報も是非教えていただければ嬉しいです！ 

今後も様々な集いの場の把握や新たな集いの場づくりなどに努めてまいりますのでど

うぞよろしくお願いいたします！ 

茇茈 ☏
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ボランティア個人を被保険者とし、他人や社会に貢献することを目的とした

活動に対し、ボランティア自身の傷害や他人への賠償責任等を補償します。 

・補 償 期 間 →受付日の翌日０時～２０２７年３月３１日２４時 

・掛け金（１名につき）→＜市民活動災害共済プラン＞５００円 

         ＜天災危険補償プラン＞６００円 

行事主催団体による行事ボランティアや参加者の傷害、また主催団体が負う

第三者への損害賠償責任について補償します。 

・補 償 期 間 →行事日程初日の午前０時～日程末日の午後１２時 

・掛け金（１名につき）→５０円～（行事の内容、また宿泊日数等により変わる） 

 ※開催日数１日あたりの平均参加者が２０名以上必要 

 

 

ボランティア市民活動センターは、住民の自発的意思に基づくボランティア

活動の振興を図るため、各社協に設置されているプラットフォーム（連絡の

場）です。まずはセンターでボランティア登録を！ 

年間６日以上の活動を実施する５名以上のグループに対し、ボランティア協会所属の場合には基

本額 10,000 円(非所属の場合には 7,000 円)＋グループ人数に応じた金額を助成します。（申請締め

切りは５月末日） 


